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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストロボ発光部が組み込まれたユニットケースに一対のステーを連接して当該ステーを
カメラ本体に揺動自在に軸着し、ストロボ発光部がカメラ本体から露呈した露呈位置とス
トロボ発光部がカメラ本体内に収納された収納位置との間で前記ユニットケースを移動自
在にしたストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記カメラ本体上部の前記一対のステーの間に形成されるアクセサリーシューを備え、
　視野ユニットを有し、前記アクセサリーシューに装着可能に形成された電子ビューファ
インダ装置が、当該アクセサリーシューに装着され、前記視野ユニットが、前記アクセサ
リーシューに対して水平な水平位置から回動した位置へと回動した場合に、
　当該ストロボ内蔵カメラは、前記視野ユニットの回動位置への回動を検知する検知手段
を更に備え、前記検知手段からの検知信号によって、前記ストロボ発光部の露呈位置への
移動を禁止することを特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項２】
　請求項１記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記電子ビューファインダ装置は、前記視野ユニットが回動位置へ回動した際に、回動
位置へ回動していることを示す信号を出力する信号出力手段を有し、
　前記検知手段は、前記信号出力手段が出力した信号を検知し、前記ストロボ発光部の露
呈位置への移動を禁止することを特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項３】
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　請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記信号出力手段は、前記視野ユニットの回転支軸に設けられたカムスイッチであるこ
とを特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項記載のストロボ内蔵カメラにおいて、
　前記電子ビューファインダ装置は、前記アクセサリーシューと嵌合する嵌合突部を底部
に有し、前記アクセサリーシュー内に形成された係合凹部と係合するロック爪部を底面か
ら突没自在に設けてなり、当該電子ビューファインダ装置の後方から下方に突出する保持
部と、当該保持部から前方に突出する接続部材を備え、
　当該ストロボ内蔵カメラは、前記接続部材と電気的接続を行うコネクタ部を備えたこと
を特徴とするストロボ内蔵カメラ。
【請求項５】
　カメラ本体上部に形成されたアクセサリーシューに装着する電子ビューファインダにお
いて、
　当該電子ビューファインダの視野ユニットは、回動可能に構成され、
　前記アクセサリーシューに装着した状態で、前記視野ユニットが、前記アクセサリーシ
ューに対して水平な水平位置から回動した位置へと回動した場合に、回動位置へ回動して
いることを示す信号を出力する信号出力手段を有することを特徴とする電子ビューファイ
ンダ。
【請求項６】
　請求項５記載の電子ビューファインダにおいて、
　前記カメラは、ストロボ発光部が組み込まれたユニットケースに一対のステーを連接し
て当該ステーをカメラ本体に揺動自在に軸着し、ストロボ発光部が当該カメラ本体から露
呈した露呈位置とストロボ発光部が当該カメラ本体内に収納された収納位置との間で前記
ユニットケースを移動自在にしたストロボ内蔵カメラであり、
　前記アクセサリーシューは、前記カメラ本体上部の前記一対のステーの間に形成され、
　前記信号出力手段が出力する信号により、前記ストロボ発光部の露呈位置への移動が禁
止されることを特徴とする電子ビューファインダ。
【請求項７】
　請求項５又は６記載の電子ビューファインダにおいて、
　前記アクセサリーシューと嵌合する嵌合突部を底部に有し、前記アクセサリーシュー内
に形成された係合凹部と係合するロック爪部を底面から突没自在に設けてなり、
　当該電子ビューファインダ装置の後方から下方に突出する保持部と、当該保持部から前
方に突出し、前記カメラと接続する接続部材を有することを特徴とする電子ビューファイ
ンダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポップアップ式ストロボを内蔵したストロボ内蔵カメラ及び当該ストロボ内
蔵カメラに装着可能なカメラ用外付ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被写体光をＣＣＤイメージセンサ等の撮像手段で光電信号に変換して画像を記録する方
式のカメラ、いわゆるデジタルカメラが知られている。このデジタルカメラにおいては、
容易に暗視野での撮影を行うために、カメラ本体にストロボ装置を内蔵させたものが使用
されている。このストロボ撮影時の赤目現象を軽減するために、ストロボ発光部をカメラ
本体内に収納する収納位置と、カメラ本体から露呈する露呈位置との間で移動自在にする
ポップアップ機能を内蔵したデジタルカメラも知られている。
　また、デジタルカメラにおいては、撮影後、記録した画像を再生して表示するための表
示手段として、例えば、ＬＣＤパネル（液晶パネル）が設けられている。この再生用ＬＣ
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Ｄパネルは、ＣＣＤイメージセンサからの光電信号に基づいて被写体像を表示させてファ
インダとして使用されているが、このようなファインダでは、被写体像を観察する際に、
ファインダから目を遠ざけて観察する必要があり、繊細な被写体像を観察するには、十分
な観察を行うことが困難であった。そのため、ＣＣＤイメージセンサからの光電信号に基
づいて画像を表示する小型のＬＣＤと、この小型ＬＣＤに表示された像を拡大する接眼レ
ンズとからなる電子ビューファインダ（以下ＥＶＦ装置という）をカメラ本体に内蔵させ
、このＥＶＦ装置の接眼レンズに眼を当てて被写体像を観察するものが知られている（例
えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－４０５３９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１記載のものでは、ストロボ発光部のポップアップ機能を備えたストロボ装置
とＥＶＦ装置の両方をカメラ本体内に内蔵するので、前述の両方の機能を適切に発揮する
ことができる。しかしながら、ストロボ発光部のポップアップ機能を備えたストロボ装置
とＥＶＦ装置の両方をカメラ本体内に内蔵させるため、カメラが大型化するだけでなく、
ＥＶＦ装置はカメラ本体の背面からのみ被写体像を観察するように固定して取り付けられ
るため、被写体が地面に近接している場合等には、撮影者が地面に横たわって観察しなけ
ればならない等の使い勝手が悪いという問題がある。
　本発明は、上記実情を考慮してなされたものであり、ストロボ発光部のポップアップ機
能を備えたストロボ装置を内蔵させたストロボ内蔵カメラに、観察角度を適宜に変更可能
な外付ＥＶＦ装置等の外付ユニットを装着可能なストロボ内蔵カメラ及びストロボ内蔵カ
メラに外付け可能なカメラ用外付ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するため、請求項１の発明は、ストロボ発光部が組み込まれたユニット
ケースに一対のステーを連接して当該ステーをカメラ本体に揺動自在に軸着し、ストロボ
発光部がカメラ本体から露呈した露呈位置とストロボ発光部がカメラ本体内に収納された
収納位置との間で前記ユニットケースを移動自在にしたストロボ内蔵カメラにおいて、前
記カメラ本体上部の前記一対のステーの間に形成されるアクセサリーシューを備え、視野
ユニットを有し、前記アクセサリーシューに装着可能に形成された電子ビューファインダ
装置が、当該アクセサリーシューに装着され、前記視野ユニットが、前記アクセサリーシ
ューに対して水平な水平位置から回動した位置へと回動した場合に、当該ストロボ内蔵カ
メラは、前記視野ユニットの回動位置への回動を検知する検知手段を更に備え、前記検知
手段からの検知信号によって、前記ストロボ発光部の露呈位置への移動を禁止することを
特徴とする。
　また、請求項２の発明は、請求項１記載のストロボ内蔵カメラにおいて、前記電子ビュ
ーファインダ装置は、前記視野ユニットが回動位置へ回動した際に、回動位置へ回動して
いることを示す信号を出力する信号出力手段を有し、前記検知手段は、前記信号出力手段
が出力した信号を検知し、前記ストロボ発光部の露呈位置への移動を禁止することを特徴
とする。
【０００５】
　また、請求項３の発明は、請求項２記載のストロボ内蔵カメラにおいて、前記信号出力
手段は、前記視野ユニットの回転支軸に設けられたカムスイッチであることを特徴とする
。
　また、請求項４の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項記載のストロボ内蔵カメラに
おいて、前記電子ビューファインダ装置は、前記アクセサリーシューと嵌合する嵌合突部
を底部に有し、前記アクセサリーシュー内に形成された係合凹部と係合するロック爪部を
底面から突没自在に設けてなり、当該電子ビューファインダ装置の後方から下方に突出す
る保持部と、当該保持部から前方に突出する接続部材を備え、当該ストロボ内蔵カメラは
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、前記接続部材と電気的接続を行うコネクタ部を備えたことを特徴とする。
　また、請求項５の発明は、カメラ本体上部に形成されたアクセサリーシューに装着する
電子ビューファインダにおいて、当該電子ビューファインダの視野ユニットは、回動可能
に構成され、前記アクセサリーシューに装着した状態で、前記視野ユニットが、前記アク
セサリーシューに対して水平な水平位置から回動した位置へと回動した場合に、回動位置
へ回動していることを示す信号を出力する信号出力手段を有することを特徴とする。
【０００６】
　また、請求項６の発明は、請求項５記載の電子ビューファインダにおいて、前記カメラ
は、ストロボ発光部が組み込まれたユニットケースに一対のステーを連接して当該ステー
をカメラ本体に揺動自在に軸着し、ストロボ発光部が当該カメラ本体から露呈した露呈位
置とストロボ発光部が当該カメラ本体内に収納された収納位置との間で前記ユニットケー
スを移動自在にしたストロボ内蔵カメラであり、前記アクセサリーシューは、前記カメラ
本体上部の前記一対のステーの間に形成され、前記信号出力手段が出力する信号により、
前記ストロボ発光部の露呈位置への移動が禁止されることを特徴とする。
　また、請求項７の発明は、請求項５又は６記載の電子ビューファインダにおいて、前記
アクセサリーシューと嵌合する嵌合突部を底部に有し、前記アクセサリーシュー内に形成
された係合凹部と係合するロック爪部を底面から突没自在に設けてなり、当該電子ビュー
ファインダ装置の後方から下方に突出する保持部と、当該保持部から前方に突出し、前記
カメラと接続する接続部材を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、上記構成を採用することによって、ストロボ発光部のポップアップ機
能を備えたストロボ装置を内蔵させたストロボ内蔵カメラに、観察角度を適宜に変更可能
な外付ＥＶＦ装置等の外付ユニットを装着可能なストロボ内蔵カメラ及びこのカメラに外
付け可能なカメラ用外付ユニットを提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を詳細に説明する。
［実施例１］
　図１は、本発明による一実施形態のストロボ内蔵カメラを示す図である。本実施例によ
るストロボ内蔵カメラは、デジタルカメラで、カメラ本体１の中央部に撮影レンズ２が組
み込まれた鏡筒部３と、後述するストロボ発光部が組み込まれたストロボ発光部ユニット
４とを備えている。鏡筒部３の背後には、撮像手段であるＣＣＤイメージセンサがカメラ
本体に取り付けられ、カメラ本体１には、ＣＣＤイメージセンサから送られる光電信号に
対してＡ／Ｄ変換等を行って画像データを生成する画像処理回路、生成された画像データ
を記憶するためのメモリ、ストロボ回路、調光回路が組み込まれた回路基板（図示せず）
やカメラ各部を制御する制御回路等が形成された回路基板、撮影した画像を再生表示する
他各種の設定を行うための操作画面等を表示する再生用ＬＣＤパネル等各種撮影機構が組
み込まれている。
　カメラ本体１の上部には、図２に示すように、シャッタボタン５や後述するストロボ発
光部をポップアップ作動させるためのポップアップボタン６等が取り付けられており、ス
トロボ発光部ユニット４の後方には、アクセサリーシュー７が形成されている。アクセサ
リーシュー７は、その両端にそれぞれ前後に平行して延びる２本の屈曲部７ａが形成され
ており、これらの屈曲部７ａの下方に、後述する外部ユニットの嵌合突部と嵌合する嵌合
溝部７ｂが、後方が開放された状態でそれぞれ形成されている。アクセサリーシュー７の
中央部には、外部ユニットと接続するための接続端子７ｃが形成されており、この接続端
子７ｃの前方には、後述する外部ユニットのロック部材のロック爪部と係合する係合凹部
７ｄが形成されている。
【００１１】
　図３は、本実施例の外部ユニットの一実施形態のＥＶＦ装置の外形を示す斜視図、図４
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は、図３で示すＥＶＦ装置を背面方向から見た斜視図、図５は、図３のＡ－Ａ線上で切断
した断面図を示している。ＥＶＦ装置８は、図５に示すように、小型のＬＣＤパネル９と
、ＬＣＤパネル９に形成された画像を拡大するレンズ部１０と、拡大された画像を形成す
る視野窓１１とを備えた視野ユニット部１７を有している。ＬＣＤパネル９は、１６ピン
の複数の接続端子を有するコネクタピンからなる接続部材１３を通じて、カメラ本体１の
撮影レンズ２で撮影されたＣＣＤイメージセンサの画像データを再生するようになってい
る。即ち、カメラ本体１の撮影レンズ２で撮影された画像は、ＬＣＤパネル９によって再
生され、視野窓１１を通じて使用者が覗きこむことによって、繊細な画像を覗きながらシ
ャッタチャンスを決定することができる。
　このＥＶＦ装置８は、図３及び図４に示すように、その底部８ｂに前述のアクセサリー
シュー７の嵌合溝部７ｂに嵌合する嵌合突部８ａが形成されており、この嵌合突部８ａを
アクセサリーシュー７の嵌合溝部７ｂ内に嵌合させて、ＥＶＦ装置８を前方に押し込み挿
入することによってＥＶＦ装置８のアクセサリーシュー７からの上方への脱却を阻止して
いる。
【００１２】
　また、ＥＶＦ装置８の底部８ｂには、図５に示すように、右端で軸支されて上下方向に
回動自在に取り付けられ、図示しないばね部材によって、常時下方に引張付勢されたロッ
ク部材１４が取り付けられている。このロック部材１４の左方の先端には、ロック爪部１
４ａが底部８ｂの底面８ｃから突没自在に取り付けられている。従って、前述のように、
嵌合突部８ａをアクセサリーシュー７の嵌合溝部７ｂ内に嵌合させて、ＥＶＦ装置８を前
方に押し込み挿入することによってアクセサリーシュー７の上面をロック爪部１４ａの先
端が摺接しながらアクセサリーシュー７の係合凹部７ｄ内に入り込み、ＥＶＦ装置８の後
方への移動を阻止して、アクセサリーシュー７からの離脱を防止している。このロック爪
部１４ａの係合凹部７ｄからの係合を解除する場合には、ロック爪解除ボタン１５を前方
に押し込むことにより、レバー作用によって、前述のばね部材による引張付勢力に抗して
ロック爪部１４ａを上方に押し上げ、ロック爪部１４ａの係合凹部７ｄからの係合を解除
し、ＥＶＦ装置８を後方に引き出すことによって、ＥＶＦ装置８をカメラ本体１から脱却
することが可能となる。
【００１３】
　また、ＥＶＦ装置８の底部８ｂには、下方に突出した保持部２５が設けられており、こ
の保持部２５の下端から前方に向けて嵌合突部８ａの嵌合溝部７ｂとの嵌合方向と平行に
延びた接続部材１３が取り付けられている。接続部材１３は、その表面に複数、例えば１
６個の接続端子が形成されており、これらの接続端子は、ＬＣＤパネル９と電気的に接続
されており、後述するように、ＥＶＦ装置８をカメラ本体１に装着した際に、カメラ本体
１のコネクタ部と電気的に接続してカメラ本体１のＣＣＤイメージセンサで撮像された画
像を画像データとしてコネクタ部を介してＬＣＤパネル９に送給して、当該画像を再生す
るようになっている。このように、接続部材１３を保持部２５の下端から前方に向けて嵌
合突部８ａの嵌合溝部７ｂとの嵌合方向と平行に延びて形成しているので、ＥＶＦ装置８
のアクセサリーシュー７への装着操作に伴って適切に、カメラ本体１のコネクタ部との電
気的接続を行うことができる。
【００１４】
　さらに、このＥＶＦ装置８は、支軸１６を基点として前述の視野ユニット部１７がカメ
ラ本体１の撮影レンズ２の光軸と平行な光軸を有する標準位置（水平位置）から例えば垂
直な光軸となるような位置（垂直位置）に回動可能となっており、いわゆるチルト機構を
備えている。即ち、被写体が地面に近接している場合には、垂直位置に、視野ユニット部
１７を回動させて視野窓１１から覗き込めば、使用者は、地面に横たわることなく、屈み
こんだ状態で、上から視野窓１１を覗き込む姿勢で楽に被写体を観察することが可能とな
る。なお、図３及び図４で示す符号１８は、視野ユニットロック部材で、視野ユニット１
７を水平位置及び垂直位置に固定するロック部材である。また、図３～図５で示す１２は
、使用者が視野窓１１を覗き込む際に、眼を押し当てて外光が視野窓１１に入り込むこと
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を防止するフードである。
【００１５】
　次に、ＥＶＦ装置８をカメラ本体１に装着した場合について説明する。図６は、ＥＶＦ
装置８をカメラ本体１に装着した正面図、図７は、その背面図、図８は、図６のＢ－Ｂ線
上で切断した断面図である。カメラ本体１の背面１ａのアクセサリーシュー７の下方位置
には開口１９が形成されており、この開口１９の内部には、ＥＶＦ装置８の接続部材１３
のコネクタピンと電気的に接続する複数、例えば１６端子の接続端子を有するコネクタ部
２０が設けられており、このコネクタ部２０には、カメラ本体１のＣＣＤイメージセンサ
で撮像された画像データを送給するデータ線が接続されている。
　このコネクタ部２０には、嵌合突部８ａをアクセサリーシュー７の嵌合溝部７ｂ内に嵌
合させて、ＥＶＦ装置８を前方に押し込み挿入することによってＥＶＦ装置８の接続部材
１３が開口１９を通じて挿入され、ロック爪部１４ａがカメラ本体１の係合凹部７ｄと係
合した際に、接続部材１３の接続端子が対応するコネクタ部２０の接続端子と電気的に接
続されるようになっている。
【００１６】
　一方、カメラ本体１の係合凹部７ｄには、一端が支軸２１によって支持されて上下動自
在に取り付けられた検知レバー２２の他端２２ａが係合凹部７ｄの表面から突没自在に設
けられている。検知レバー２２の他端２２ａの下部には、プッシュ式の検知スイッチ２３
が取り付けられており、アクセサリーシュー７内にＥＶＦ装置８が装着されていない場合
には、常時検知レバー２２の他端２２ａを上方に押し上げ（点線で示す位置）、ＥＶＦ装
置８が装着されたとき、ロック爪部１４ａの先端が検知レバー２２の他端２２ａの上面を
押圧して、下降させ（実線で示す位置）、検知スイッチ２３をＯＮ状態に作動させる。こ
の検知スイッチ２３がＯＮ状態となって、ＥＶＦ装置がアクセサリーシュー７内に適切に
装着されたことを検知して、後述するように、ストロボ発光部の露呈位置への移動等を禁
止する処理を行う。なお、図７中、２４は、カメラ本体１のＣＣＤイメージセンサで撮像
された画像を再生するＬＣＤ再生パネル等の表示装置である。
【００１７】
　次に、ストロボ発光部ユニット４について、図９及び図１０に基づいて説明する。スト
ロボ発光部ユニット４は、ユニットケース４ａの前面に、放電管や反射板等が組み込まれ
てカメラ本体１の前方に発光するストロボ発光部４ｂを備えている。ユニットケース４ａ
には、その後端部にアクセサリーシュー７を介して離隔している一対のステー４ｃが後方
に向かって延設されており、この一対のステー４ｃは、ストロボ発光部ユニット４をユニ
ット収納部４ｄに取り付けるための支持部である。各ステー４ｃの後端部とユニット収納
部４ｄとは、図示されない支軸によって連結されており、ストロボ発光部ユニット４はこ
の支軸を中心に収納位置（図１０参照）と露呈位置（図９参照）との間で回動可能に取り
付けられている。この回動時に、一対のステー４ｃは、ストロボ発光部ユニット４をポッ
プアップさせるためのアームとなり、ポップアップ機構を構成する。
　収納位置は、ストロボ発光部４ｂをカメラ本体１内に収納する位置であり、ストロボ不
使用時には、この位置にセットされる。ストロボ発光部４ｂが収納位置にあるときは、ユ
ニット収納部４ｄの前端部に形成されたカバー部４ｅによってストロボ発光部４ｂが覆わ
れる。露呈位置は、ストロボ発光部４ｂがカメラ本体１の上方に露呈される位置であり、
ストロボ発光時にこの位置にセットされる。
【００１８】
　ストロボ発光部ユニット４は、図示しないバネによって露呈位置に付勢されており、非
使用時には、ステー４ｃに設けられた係合突起４ｆが図示しないカメラ本体１内に設けら
れたロック部材（図示せず）と係合して収納位置に保持される。係合突起４ｆとロック部
材の係合を解除するには、ポップアップボタン６を押圧することによって、係合突起４ｆ
とロック部材の係合を解除することが可能となり、この係合が解除されると前記バネ力に
よって、ストロボ発光部４ｂがポップアップして上昇する。
　ＥＶＦ装置８が、例えば、垂直位置に直立させた場合等、前方に突出して、ＥＶＦ装置
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８の前端がストロボ発光部ユニット４の後端と当接するような状態の場合には、ストロボ
発光部４ｂの上方への回動によって、ストロボ発光部ユニット４の後端がＥＶＦ装置８の
前端と当接してストロボ発光部４ｂを破損する恐れがある。このような事故を防止するた
めに、本実施例においては、前述のカメラ本体１に設けられた検知レバー２２によってＥ
ＶＦ装置８のアクセサリーシュー７内への装着が検出されたときに、この検知信号によっ
てポップアップボタン６を押圧しても係合突起４ｆとロック部材の係合は解除されず、係
合状態を維持してストロボ発光部４ｂのポップアップ動作を禁止するようになっている。
【００１９】
　図１１は、この制御を行うブロック回路図で、外付ユニット装着検知手段（検知スイッ
チ）２３からの検知信号によって、制御部２７を介してストロボ移動禁止手段２８を作動
させて、係合突起４ｆとロック部材の係合を維持するレバー等を突出させ係合の解除を禁
止するようにしている。外付ユニットを装着した際に、ストロボ発光部４ｂが収納位置に
セットされているか否かを確認する必要があり、係合突起４ｆとロック部材の係合を検知
するストロボ収納位置検知手段２６によって、ストロボ発光部４ｂが収納位置にセットさ
れていることを確認した上でストロボ移動禁止手段２８が作動するように、制御部２７で
制御している。
　また、外付ユニットを装着した際に、ストロボ発光部４ｂが露呈位置にセットされてい
る場合には、外付ユニット装着検知手段２３の検知信号に基づいて、圧電素子等のストロ
ボ移動手段３０を使用して、強制的に、ストロボ発光部４ｂを収納位置に移動させるよう
になっている。このように、外付ユニットを装着した際に、ストロボ発光部４ｂが露呈位
置にセットされている場合に、ストロボ移動手段３０を使用して、強制的に、ストロボ発
光部４ｂを収納位置に移動させるようにしているので、不慮に外付ユニットを垂直位置に
回動させた際に起こるストロボ発光部ユニット４と外付ユニットとの衝突の事故を未然に
防止することが可能となる。
【００２０】
　さらに、本実施例においては、外付ユニット装着検知手段（検知スイッチ）２３からの
検知信号によって、制御部２７を介してストロボ移動禁止手段２８を作動させる場合には
、当該検知信号によって、ストロボ発光部４ｂの移動が禁止されていること、及び、また
はストロボが発光されないことを表示手段２９を作動させてカメラ本体１の表示装置２４
で表示するようにしている。従って、使用者は、ストロボが作動しないことを認識しなが
ら被写体の撮影を適切に行うことが可能となる。この場合に、前記表示手段２９として表
示装置２４での表示に代えて警告灯の点灯等の表示手段も使用可能である。
　以上のように、本実施例によるストロボ内蔵カメラにおいて、カメラ本体１のアクセサ
リーシュー７内に、外付ユニットの装着を検知する検知手段を設け、当該検知手段の検知
信号によってストロボ発光部４ｂの露呈位置への移動を禁止するストロボ移動禁止手段を
備えているので、外付ユニットを装着した際に、ストロボ発光部４ｂのポップアップ移動
が阻止されて外付ユニットとストロボ発光部の衝突を未然に防止することができる。
【００２１】
［実施例２］
　図１２は、本発明による他の実施形態の外付ユニットであるＥＶＦ装置の概略構成を示
す断面図である。図１２中、実施例１の構成と同一構成については、同一符号を付し、説
明を省略する。本実施例に係るＥＶＦ装置８は、基本的には、前述の実施例１の構成と同
じであるが、ロック爪部１４ａを有するロック部材１４のロック機構及び、ストロボ発光
部４ｂの露呈位置への移動を禁止するストロボ移動禁止手段２８を作動させるトリガーと
なる検知信号の形成手段が相違している。
　即ち、ロック機構は、図１２に示すように、ＥＶＦ装置８の前方に設けられ、ロック爪
解除ボタン１５とロック部材１４が連結され、ロック部材１４は支軸１４ｂで回動自在に
取り付けられ、ロック爪部１４ａが常時、上方に押圧するようにバネ付勢されている。一
方、カメラ本体１の前面には、図１３に示すように、ロック爪部１４ａと係合する突起部
３１が形成されており、ガイド３２に沿って挿入されたＥＶＦ装置８がそのロック爪部１
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４ａとケース本体の突起部３１とが係合することによって、ＥＶＦ装置８の後方への移動
をロックするようになっている。この係合を解除する際には、ロック爪解除ボタン１５を
上方に押し上げることによって、ロック部材１４のロック爪部１４ａが下方に回動され、
カメラ本体１の突起部３１との係合が外れ、ＥＶＦ装置８の後方への移動を可能にしてい
る。
【００２２】
　この場合、ロック爪部１４ａと突起部３１の係合を検知して、実施例１の場合と同様に
、この検知信号に基づいて、ストロボ発光部４ｂの露呈位置への移動を禁止するストロボ
移動禁止手段２８を作動するようにすることができる。しかしながら、本実施例において
は、ＥＶＦ装置８の視野ユニット１７を垂直位置に移動させたときに、ＥＶＦ装置とスト
ロボ発光部ユニット４とが衝突する恐れがあるため、この事故の発生を防ぐため、視野ユ
ニット１７の回動支軸１６に、図１４に示すカムスイッチ３３を取り付け、視野ユニット
１７が水平位置から垂直位置に回動された（図１４（Ａ）参照）際に検知信号を出力する
スイッチ３３ａを設け、この検知信号に基づいて、ストロボ発光部４ｂの露呈位置への移
動を禁止するストロボ移動禁止手段２８を作動させるようにしている。一方、視野ユニッ
ト１７が水平位置に戻された場合には、図１４（Ｂ）に示すように、スイッチ３３ａは、
作動せず、検知信号は出力されない。因みに、この動作をさせるブロック回路図を図１５
に示す。図１５中、ストロボ収納位置検知手段２６、表示手段２９、ストロボ移動手段３
０の機能は、実施例１の場合と同様であり、視野ユニット回動検知手段の検知信号に基づ
いて作動する。なお、図中、３５はシンクロ信号接点、３６は、ＥＶＦ装置８のカムスイ
ッチ３３ａと接続されている検知信号端子３７と当接して電気的接続を行う検知信号接点
で、この検知信号接点３６を通じて、カメラ本体１に検出信号が送給されるものである。
また、３８は視度補正用のつまみである。
【００２３】
　以上のように、本実施例のストロボ内蔵カメラにおいて、ＥＶＦ装置８の視野ユニット
１７の回動を検知して検知信号を出力する視野ユニット回動検知手段３１を設けたので、
視野ユニット１７の回動に伴って発生し易い視野ユニットとストロボ発光部４ｂとの衝突
を未然に防止することが可能となる。
　なお、本実施例においては、水平位置から垂直位置への回動する例を示したが、左右方
向への回動においても適用可能である。
　また、本実施例においては、外付ユニットとしてＥＶＦ装置を例示したが、カメラ本体
１にパソコン等接続し、カメラ本体１で撮像した画像を大型のディスプレイに画面を再生
する際のカメラ本体とパソコンを接続する中継アダプタとしても適用可能である。
【００２４】
［実施例３］
　上記実施例１、２においては、ストロボ発光部４ｂのポップアップ動作を電気的制御に
よって禁止したが、本実施例では機械的な機構によって禁止するようにしている。
　図１６は、本実施例におけるストロボ内蔵カメラの上面図である。図１６中、実施例１
の構成と同一構成については、同一符号を付し、説明を省略する。
　本実施例では、図１６に示すように、カメラ本体１の上部であって、アクセサリーシュ
ー７内のストロボ発光部ユニット４側にストロボ移動禁止部材として棒状のロックピン４
０を設けるようにした点に特徴がある。
　図１７はアクセサリーシューにＥＶＦ装置を装着する前のロックピン周辺の模式図であ
り、（ａ）は上面図、（ｂ）は側面図である。また図１８はアクセサリーシューにＥＶＦ
装置を装着した後のロックピン周辺の模式図であり、（ａ）は上面図、（ｂ）は側面図で
ある。
　図１７（ａ）、（ｂ）に示すように、ロックピン４０は、外付ユニットが何も装着され
ていない状態（非作動時）には、アクセサリーシュー７内に突出するように、ばね４１に
よって付勢されており、ロックピン４０の先端４０ａを押圧することにより、ロックピン
４０がストロボ発光部ユニット４側へ水平に移動可能となっている。
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【００２５】
　次に、ＥＶＦ装置８をガイド溝に沿って挿入すると、図１８（ａ）、（ｂ）に示すよう
に、ロックピン４０の先端４０ａがＥＶＦ装置８によって押圧され、ロックピン４０がス
トロボ発光部ユニット４側へ移動し、ロックピン４０の後端がストロボ発光部ユニット４
に設けられた挿入孔４２に挿入され、ストロボ発光部ユニット４のポップアップが制限さ
れる。すなわち、図１８（ａ）、（ｂ）に示すように、ＥＶＦ装置８によって押圧されて
移動したロックピン４０は、挿入孔４２に挿入されているため、この状態でストロボ発光
部ユニット４をポップアップさせようとしても、ロックピン４０がストロボ発光部ユニッ
ト４内で引っかかり、ストロボ発光部ユニット４のポップアップが阻止される。このよう
にして、ストロボ発光部４ｂの露呈位置への移動が禁止される。
　また、図示しないが、ストロボ発光部４ｂが露呈位置にあるときに、ＥＶＦ装置８を装
着した場合には、ロックピン４０の動作を妨げるものがないから、ＥＶＦ装置８は正しい
位置に装着され、固定される。しかし、ロックピン４０は、露呈したストロボ発光部４ｂ
の下部で、突出した状態にあるからこの状態でストロボ発光部４ｂを収納位置に移動させ
ようとすると、ロックピン４０とストロボ発光部４ｂが当接し、ストロボ発光部４ｂを収
納できないようになっている。
【００２６】
　ところで、アクセサリーシュー７には、ＥＶＦ装置８以外の外付ユニットが装着される
こともある。例えば、外付ユニット非使用時に装着し、コネクタ部２０等を保護し、埃の
付着を防止するシューキャップが一例として挙げられる。シューキャップを装着する場合
は、ＥＶＦ装置８を装着する場合と異なり、シューキャップが露呈位置にあるストロボ発
光部と当接することはないから、ストロボ発光部の移動等を禁止する必要はない上、スト
ロボ発光部ユニット４のポップアップが使用できなければ逆に不便である。
　図１９は、アクセサリーシュー７にシューキャップ４３を装着したときのロックピン４
０周辺を模式的に示した図である。シューキャップ４３には、シューキャップ４３とロッ
クピン４０の先端４０ａが当接しないように切り欠き４４が設けられ、シューキャップ４
３を装着しても、ロックピン４０は切り欠き４４内に入り、ロックピン４０が押圧されな
いようになっている。つまり、外付ユニットであるシューキャップ４３をアクセサリーシ
ュー７内に装着したときに、ロックピン（ストロボ移動禁止部材）４０によるストロボ発
光部ユニット４の移動の禁止を解除する解除手段として切り欠き４４をシューキャップ４
３に備えるようにした。このようにすれば、ロックピン４０は、ストロボ発光部ユニット
４側へ移動しないから、ストロボ発光部ユニット４のポップアップを自由に使うことがで
きる。
【００２７】
　また、上述の切り欠き４４は、もちろんシューキャップに限らず、他の外付ユニットに
設けても良い。例えば、カメラを保持しなくともカメラ操作を可能とするための小型のリ
モートコントロールユニット等である。すなわち、露呈位置にあるストロボ発光部と衝突
することがない外付ユニットに切り欠き４４を設けることで、ストロボ発光部ユニット４
のポップアップと、外付ユニットとを同時に使用することが可能となる。
　以上のように、本実施例のストロボ内蔵カメラにおいては、外付ユニットが装着された
ときにストロボ発光部４ｂの露呈位置への移動を機械的な機構によって禁止するので、ス
トロボ内蔵カメラの電源が入っているか否かにかかわらずストロボ発光部ユニット４のポ
ップアップが制限されて、外付ユニットとストロボ発光部ユニット４の衝突を未然に防止
することができる。
　また、本実施形態では、ストロボ発光部４ｂが露呈位置にある状態で外付ユニットが装
着された場合であってもストロボ発光部４ｂを収納位置に戻したときにストロボ発光部４
ｂの露呈位置への移動が禁止されるので、ストロボ発光部ユニット４の破損を防止するこ
とができる。
　さらに、外付ユニットに必要に応じて切り欠き４４を設けたので、外付ユニットとスト
ロボ発光部ユニット４とが衝突する恐れがない場合には、ストロボ発光部ユニット４のポ
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ップアップと外付ユニットとを同時に使用することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による実施例１のストロボ内蔵カメラの斜視図である。
【図２】図１の上面図である。
【図３】本発明による実施例１のストロボ内蔵カメラに外付けされるＥＶＦ装置の前面か
ら見た斜視図である。
【図４】本発明による実施例１のストロボ内蔵カメラに外付けされるＥＶＦ装置の背面か
ら見た斜視図である。
【図５】図３のＡ－Ａ線上で切断した断面図である。
【図６】本発明による実施例１のＥＶＦ装置を外付けしたストロボ内蔵カメラの正面図で
ある。
【図７】本発明による実施例１のＥＶＦ装置を外付けしたストロボ内蔵カメラの背面図で
ある。
【図８】図６のＢ－Ｂ線上で切断した断面図である。
【図９】本発明による実施例１のＥＶＦ装置を外付けしたストロボ内蔵カメラのストロボ
発光部をポップアップした状態を示す斜視図である。
【図１０】本発明による実施例１のＥＶＦ装置を外付けしたストロボ内蔵カメラのストロ
ボ発光部を収納位置に収納した状態を示す斜視図である。
【図１１】本発明による実施例１のストロボ内蔵カメラのストロボ移動禁止手段を制御す
るブロック回路図である。
【図１２】本発明による実施例２のストロボ内蔵カメラに外付けされるＥＶＦ装置の縦断
面図である。
【図１３】本発明による実施例２のストロボ内蔵カメラ本体の一部を切り欠いた縦断面図
である。
【図１４】本発明による実施例２の視野ユニット回動検知スイッチの動作を示す図で、（
Ａ）はスイッチが作動状態を示す図であり、（Ｂ）は非作動状態を示す模式図である。
【図１５】本発明による実施例２のストロボ内蔵カメラのストロボ移動禁止手段を制御す
るブロック回路図である。
【図１６】本発明による実施例３のストロボ内蔵カメラの上面図である。
【図１７】アクセサリーシューにＥＶＦ装置を装着する前のロックピン周辺の模式図であ
り、（ａ）は上面図、（ｂ）は側面図である。
【図１８】アクセサリーシューにＥＶＦ装置を装着した後のロックピン周辺の模式図であ
り、（ａ）は上面図、（ｂ）は側面図である。
【図１９】アクセサリーシューにシューキャップを装着したときのロックピン周辺の構造
を模式的に示した図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１…カメラ本体、２…撮影レンズ、３…鏡筒部、４…ストロボ発光部ユニット、４ａ…
ユニットケース、４ｂ…ストロボ発光部、４ｃ…ステー、７…アクセサリーシュー、７ｂ
…嵌合溝部、７ｄ…係合凹部、８…ＥＶＦ装置、８ａ…嵌合突部、９…ＬＣＤパネル、１
０…レンズ、１１…視野窓、１３…接続部材、１４…ロック部材、１４ａ…ロック爪部、
１７…視野ユニット、１９…開口、２０…コネクタ部、２２…検知レバー、２３…検知ス
イッチ、２４…表示装置、２５…保持部、２６…ストロボ収納位置検出手段、２７…制御
部、２８…ストロボ移動禁止手段、２９…表示手段、３０…ストロボ移動手段、３３…視
野ユニット回動検知手段（カムスイッチ）、４０…ロックピン、４０ａ…先端、４２…挿
入孔、４３…シューキャップ、４４…切り欠き
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